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（陳 情の 要旨 ）  

貴議 会に おい て， ウイ ルス 性肝 炎患 者に 対す る医 療費 の助 成に つい て ,

衆参 両議 院並 びに 政府 （内 閣総 理大 臣・ 厚生 労働 大臣 ）に 対し ，以 下の

事項 を内 容と する 意見 書を 提出 して いた だく よう 陳情 しま す。  

 

１  ウイ ルス 性肝 硬変 ・肝 がん に係 る医 療費 助成 制度 を創 設す るこ と 。  

２  身体 障害 者福 祉法 上の 肝機 能障 害に よる 身体 障害 者手 帳の 認定 基準

を緩 和し ，患 者の 実態 に応 じた 認定 制度 にす るこ と 。  

（陳 情の 理由 ）  

１  現在 ，我 が国 にお ける ウイ ルス 性肝 炎患 者は ，  350万人以 上い ると

推定 され てい ると ころ ，国 はウ イル ス性 肝炎 患者 （肝 硬変 ・肝 がん 患

者を 含む ）に 対す るイ ンタ ーフ ェロ ン， 核酸 アナ ログ 製剤 を中 心と す

る一 定の 抗ウ イル ス療 法に つい て， 国と 自治 体の 予算 に基 づく 医療 費

助成 を実 施し てい る。 ウイ ルス 性肝 炎患 者に 対し て 係 る 特 別な 措置 が

とら れる に当 たっ ては ，平 成 21年制 定の 肝炎 対策 基本 法の 前文 にあ る

とお り， 「国 内最 大の 感染 症」 であ る「 Ｂ 型 肝炎 及び Ｃ型 肝炎 に か か

るウ イル スへ の感 染に つい ては ，国 の責 めに 帰す べき 事由 によ りも た

らさ れ， また その 原因 が解 明さ れて いな かっ たこ とに より もた らさ れ

たも の 」 であ り， Ｃ型 肝炎 の薬 害肝 炎事 件に つき 国が 責任 を認 め， Ｂ

型肝 炎の 予防 接種 禍事 件に つい て最 終の 司法 判断 によ り国 の責 任が 確

定し たこ とが 周知 の歴 史的 前提 であ る。  

２  しか しな がら ，国 が実 施し てい る現 行の 医療 費助 成の 対象 は， 上記

のと おり イン ター フェ ロン 治療 ，核 酸ア ナロ グ製 剤治 療な ど一 定の 抗



ウイ ルス 療法 に限 定さ れて おり ，こ れら 治療 法に 該当 しな い肝 硬変 ・

肝が ん患 者の 入 院 ・手 術費 用等 は極 めて 高額 に上 るに もか かわ らず ，

助成 の対 象外 とな って いる 。  

その ため ，よ り重 篤な 病態 に陥 り， 就業 や生 活に 支障 を来 し， 精神

的・ 肉体 的に 苦し みつ つ経 済的 ・社 会的 にも 逼迫 して いる 肝硬 変・ 肝

がん 患者 に対 して は， 一層 の行 政的 ・社 会的 支援 が求 めら れる とこ ろ

であ り， 国の 「平 成 26年度 予算 要求 に係 る肝 炎対 策推 進協 議会 意見 書 ｣

でも ，厚 生労 働大 臣に 対し 予算 とし て必 要な 措置 とし て， 「肝 硬変 ・

肝が ん患 者を 含む 全て の肝 炎医 療に 係る 医療 費助 成制 度を 創設 する 」

こと が挙 げら れて いる 。  

３  とこ ろで ，Ｂ 型肝 炎訴 訟に つい ては ， 平 成 23年の 国と 原告 団と の基

本合 意締 結， Ｂ型 肝炎 特別 措置 法の 制定 に当 たっ て， 国は 「予 防接 種

時の 注射 器打 ち回 しに よる Ｂ型 肝炎 ウイ ルス 感染 被害 者は ， 40数万 人

に及 ぶ」 と繰 り返 し言 明し てき た。 しか しな がら ，基 本合 意か ら２ 年

以上 を経 た今 日に おい ても ，Ｂ 型肝 炎訴 訟の 原告 とし て給 付金 の支 給

対象 足り 得る 地位 にあ る 者 は１ 万人 程度 に 過 ぎず ，大 多数 の被 害者 は

救済 の入 り口 にさ え立 って いな いの が現 状で ある 。被 害者 数と 原告 数

との こう した そご が生 まれ る最 大の 要因 は， 長年 にわ たっ て国 が注 射

器打 ち回 しの 予防 接種 禍の 実態 を放 置し ，平 成元 年の Ｂ型 肝炎 訴訟 の

最初 の提 起後 も， 予防 接種 禍の 実態 調査 等を 怠っ たこ とで ，時 間経 過

によ り母 親が 死亡 する など 予防 接種 禍を 立証 する 医学 的手 段を 失っ た

被害 者が 膨大 に存 在す るこ とで ある 。  

４  他方 で， Ｃ型 肝炎 につ いて も時 間の 経過 に伴 うカ ルテ 廃棄 等の 理由

によ り， 薬害 であ るこ との 被害 立証 が困 難と なっ た多 数の 被害 者が 存

在す るこ とは 容易 に推 定で きる 。ま た， 一定 時期 まで は感 染を 回避 す

るこ とが 簡単 でな かっ たと はい え， 輸血 によ って Ｂ型 ・Ｃ 型肝 炎ウ イ

ルス に感 染し た者 ，あ るい は因 果関 係の 立証 がＢ 型肝 炎に 比べ て医 学

的に 困難 では ある が， 客観 的に は予 防接 種そ の他 の注 射時 に注 射器 の

打ち 回し によ りＣ 型肝 炎ウ イル スに 感染 した 者な ど， 我が 国に は医 療

行為 に関 連し てウ イル ス性 肝炎 に感 染し た多 数の 肝炎 患者 が存 在し ，

「国 民病 」と して のウ イル ス性 肝炎 は， また 全体 とし て「 医原 病」 と



して の性 格を 濃厚 に帯 びて いる 。そ のた め， 近年 では 全て のウ イル ス

性肝 炎患 者に 対し ，よ り厚 い行 政的 対応 を求 める 国民 の声 が広 がっ て

いる 。  

５  この よう に， 肝炎 対策 基本 法制 定後 の事 態の 推移 は， 我が 国の ウイ

ルス 性肝 炎が 「国 民病 」か つ「 医原 病」 とし ての 本質 を持 つこ とを ま

すま す明 らか にし ，と りわ け国 の責 任が 明確 化さ れ， 国が 多数 存在 す

るこ とを 認め てい るＢ 型肝 炎の 予防 接種 禍被 害者 です ら， その 多く が

立証 手段 を失 って 司法 救済 の対 象と なら ない とい う厚 労行 政の 矛盾 が

一層 鮮明 とな って いる 。  

ここ に至 って は， 肝炎 対策 基本 法前 文の 基本 精神 に立 ち返 りつ つ，

法制 定時 より 一層 明ら かと なっ た「 国民 病」 「医 原病 」と して のウ イ

ルス 性肝 炎の 特異 性に 思い をい たし ，厚 労行 政を 担う 国の 責任 にお い

て， 一般 疾病 対策 の水 準に とど まら ない 患者 支援 策を 進め るべ きで あ

る。 とり わけ ，高 額の 医療 費負 担と 就労 不能 等の 生活 困難 に直 面し て

いる ウイ ルス 性肝 硬変 ・肝 がん 患者 につ いて は， 毎日  120人以 上の 方

が亡 くな って いる 深刻 な実 態に 鑑み ，現 在は 助成 対象 とは なっ てい な

い医 療費 にも 広く 助成 を及 ぼす よう ，早 急に 制度 の拡 充・ 充実 を図 る

べき であ る。   

また ，肝 硬変 患者 に対 する 生活 支援 制度 であ る障 害年 金に つい ては ,

基準 の明 確化 を図 りつ つ適 正な 認定 範囲 の実 現に 配慮 した 基準 見直 し

作業 が進 んで いる 。し かし ，同 じく 肝硬 変患 者に 対す る生 活支 援の 制

度で ある 身体 障害 者福 祉法 上の 肝疾 患の 障害 認定 制度 （障 害者 手帳 ）

は， 医学 上の 認定 基準 が極 めて 厳し いた め， 亡く なる 直前 でな けれ ば

認定 され ない とい った 実態 が報 告さ れる など ，現 在の 制度 は， 肝炎 患

者に 対す る生 活支 援の 実効 性を 発揮 して いな いと の指 摘が 現場 の医 師

らか らも 多く なさ れて いる とこ ろで ある 。そ こで ，障 害者 手帳 の認 定

基準 につ いて も， 早急 に患 者の 実態 に配 慮し た基 準の 緩和 ・見 直し を

行う べき であ る。  

６  以上 より ，貴 議会 にお いて ，地 方自 治法 第 99条の 規定 によ り衆 参両

議院 並び に政 府（ 内閣 総理 大臣 ・厚 生労 働大 臣） に対 し意 見書 を提 出

して いた だく よう 陳情 しま す。  


